
岡谷労働基準監督署
安全衛生課

労働衛生週間の実施について

1



令和３年度 全国労働衛生週間実施要綱

本週間︓10月１日から10月７日まで
準備期間︓9月１日から9月30日まで

全体（主）スローガン︓
向き合おう︕ こころとからだの 健康管理

副スローガン︓
うつらぬ うつさぬ ルールとともに

みんなで守る健康職場
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労働衛生分野の課題等
過労死等事案の労災認定件数は、令和２年度には802件と
なっており、また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩
み又はストレスを感じる労働者は、依然として半数を超え
ている。
新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労
働災害は、令和２年には6,000人以上発生している。
高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労
働災害の予防的観点から、健康づくりを推進していくこと
が求められている。
日本の労働人口の約３人に１人が何らかの疾病を抱えなが
ら働いている中で、職場において、病気を抱えた労働者の
治療と仕事の両立への対応が必要となる場面が増えること
が予想される。
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労働衛生分野の課題等
化学物質に起因する労働災害については、特定化学物質障
害予防規則などの特別規則の対象となっていない有害物に
よるものが全体の８割を占めている。
職業がんの労災補償の新規支給決定者は、石綿による中皮
腫・肺がんを中心に年間1,000人を超えている。
石綿の製造・使用等が禁止される前に石綿含有建材を用い
て建設された建築物が今なお多数現存しており、その解体
工事が2030年頃をピークとして、増加が見込まれる中、
解体・改修前に義務づけられている石綿の有無に関する事
前調査や石綿の発散防止措置が適切に行われていない事例
が散見される。
災害性腰痛をはじめとする業務上疾病は、長期的にも減少
していない。



全国労働衛生週間及び準備期間中に実施する事項

（本週間）
1. 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
2. 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
3. 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
4. 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時

の災害を想定した実地訓練等の実施
5. 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写

真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための
行事等の実施
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準備期間中に実施する事項
重点事項

1. 過重労働による健康障害防止のための総合対策に関す
る事項

2. 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基
づくメンタルヘルス対策の推進に関する事項

3. 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組の
推進に関する事項

4. 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ
ン」に基づく労働災害の予防的観点からの高年齢労働
者に対する健康づくりの推進に関する事項

5. 化学物質による健康障害防止対策に関する事項
6. 石綿による健康障害防止対策に関する事項
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準備期間中に実施する事項
重点事項

7. 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライ
ン」に基づく受動喫煙防止対策に関する事項

8. 「事業場における治療と仕事の両立支援のための
ガイドライン」に基づく治療と仕事の両立支援対
策の推進に関する事項

9. 「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛
の予防対策の推進に関する事項

10.「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」に
基づく熱中症予防対策の推進に関する事項

11.「テレワークの適切な導入及び実施の推進のため
のガイドライン」に基づく労働者の作業環境、健
康確保等の推進に関する事項



GHS分類で危険性・有害性に該当しない物質

GHS分類で
危険性・有害性がある物質

許容濃度又は
ばく露限界値が示されて
いる危険・有害な物質

石綿等
管理使用
が困難な物質

自主管理が困難で
有害性が高い物質

発がん性等が確
認された物質に
ついて、専門家
の検討を経て特
化則に追加

製造・使用等の禁止

特化則、有機則等に
基づく個別具体的な

措置義務

８
物
質

 ラベル表示義務
 SDS交付義務
 リスクアセスメ
ント義務

一般的措置義務
 排気装置設置
等による発散
抑制

 保護具の備え
付け

 ラベル表示努力
義務

 SDS交付努力義
務

 リスクアセスメン
ト努力義務

物
質

物
質

123

674

数
万
物
質

現在の化学物質規制の仕組み（特化則等による個別具体的規制を中心とする規制）

具体的な措置義務がかかって
いるのはこの範囲

労働災害の８割
はここで発生！

 国によるリスク評価で有害性の高い物質に対し、法令で具体的な措置義務を規定
 化学物質による休業４日以上の労働災害の約８割は、具体的な措置義務のかかる123物質
以外の物質により発生

 これまで使っていた物質が措置義務対象に追加されると、措置義務を忌避して危険性・有
害性の確認・評価を十分にせずに規制対象外の物質に変更し、対策不十分により労働災害
が発生（規制とのいたちごっこ）



化学物質規制体系の見直し（自律的な管理を基軸とする規制への移行）

■国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質に、以下の事項を義務づ
け
・危険性・有害性の情報の伝達（譲渡・提供時のラベル表示・SDS交付）
・リスクアセスメントの実施（製造・使用時）
・労働者が吸入する濃度を国が定める管理基準以下に管理
※発散抑制装置による濃度低減のほか、呼吸用保護具の使用などもばく露防止対策
として容認
※管理基準が設定されていない物質は、なるべく ばく露濃度を低くする義務

・薬傷や皮膚吸収による健康影響を防ぐための保護眼鏡、保護手袋等の使用
■労働災害が多発し、自律的な管理が困難な物質や特定の作業の禁止・許可制を導入
■特化則、有機則で規制されている物質（123物質）の管理は、５年後を目途に自律的な
管理に移行できる環境を整えた上で、個別具体的な規制（特化則、有機則等）は廃止
することを想定

 特定の化学物質に対する個別具体的な規制から、
危険性・有害性が確認された全ての物質に対して、国が定める管理基準の達
成を求め、達成のための手段は限定しない方式に大きく転換

＜新たな仕組み（自律的な管理）のポイント＞



御視聴
ありがとうございました
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まだまだ、
熱中症には
ごチューイ
ください！！


